
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
七
十
七
号

国
等
の
債
権
債
務
等
の
金
額
の
端
数
計
算
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
国
庫
出
納
金
等
端
数
計
算
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
、
第
五
条
第
二
項
、
第
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
七
条
第
一
項
第
九
号
の
規
定
に
基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

第
一
条
　
国
等
の
債
権
債
務
等
の
金
額
の
端
数
計
算
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
共
組
合
は
、
左
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
土
地
改
良
区
及
び
同
連
合

二
　
普
通
水
利
組
合
及
び
同
連
合

三
　
水
害
予
防
組
合
及
び
同
連
合

四
　
北
海
道
土
功
組
合

五
　
耕
地
整
理
組
合
及
び
同
連
合
会

六
　
土
地
区
画
整
理
組
合

七
　
健
康
保
険
組
合

第
二
条
　
法
第
七
条
第
六
号
に
規
定
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
べ
き
地
方
交
付
税
及
び
同
法
第
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
加
算
金

二
　
政
党
助
成
法
（
平
成
六
年
法
律
第
五
号
）
の
規
定
に
よ
り
政
党
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
政
党
交
付
金

三
　
特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
百
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
特
許
料
、
同
法
第
百
九
条
及
び
第
百
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
軽
減
さ
れ
た
同
法
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納

付
す
べ
き
特
許
料
、
同
法
第
百
九
十
五
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
、
同
法
第
百
九
十
五
条
の
二
及
び
第
百
九
十
五
条
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
り
軽
減
さ
れ
た
同
法
第
百
九
十
五
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
並
び
に
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
す
る
同
項
の
政
令
で
定
め
る
額

四
　
実
用
新
案
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
登
録
料
並
び
に
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料

五
　
意
匠
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
四
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
登
録
料
及
び
同
法
第
六
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料

六
　
商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
四
十
条
第
四
項
（
同
法
第
四
十
一
条
の
二
第
九
項
及
び
第
六
十
五
条
の
七
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
登
録
料
及
び
同
法
第
七

十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料

七
　
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
国
際
出
願
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
百
九
十
五
条
第
五
項
及
び
第

六
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
並
び
に
国
際
出
願
法
第
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
軽
減
さ
れ
た
国
際
出
願
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料

八
　
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
四
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料

九
　
国
税
収
納
金
整
理
資
金
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
五
十
一
号
）
第
二
十
二
条
又
は
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
一
般
会
計
、
交
付
税
及
び
譲
与
税
配
付
金
特
別
会
計
又
は
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計

の
歳
入
へ
の
組
入
金
で
同
令
第
四
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
国
税
に
係
る
も
の
（
同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
計
算
す
る
場
合
に
限
る
。
）

附
　
則

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
左
に
掲
げ
る
命
令
は
、
廃
止
す
る
。

公
共
団
体
ノ
収
入
及
仕
払
ニ
関
シ
国
庫
出
納
金
端
数
計
算
法
準
用
ノ
件
（
大
正
五
年
勅
令
第
二
百
九
号
）

経
理
事
務
ノ
簡
捷
ヲ
図
ル
為
銭
位
未
満
ノ
国
庫
金
ニ
付
特
別
ノ
取
扱
ヲ
為
ス
ノ
件
（
昭
和
十
八
年
勅
令
第
三
百
二
十
一
号
）

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
一
二
月
二
八
日
政
令
第
四
二
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
〇
年
三
月
三
一
日
政
令
第
五
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
〇
年
七
月
三
〇
日
政
令
第
一
五
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

６
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
課
し
た
、
又
は
課
す
べ
き
で
あ
つ
た
揮
発
油
税
及
び
当
該
揮
発
油
税
に
係
る
過
誤
納
金
の
還
付
金
の
端
数
計
算
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
三
月
三
一
日
政
令
第
五
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
国
庫
出
納
金
等
端
数
計
算
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
十
二
号
。
以
下
「
一
部
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
三
十
三
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
一
部
改
正
法
附
則
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
指
定
す
る
債
権
又
は
債
務
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
国
等
の
債
権
債
務
等
の
金
額
の
端
数
計
算
に
関
す
る
法
律
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
及
び
公
社
等
（
以
下
「
国
及
び
公
社
等
」
と
い
う
。
）
の
利
子
に
係
る
債
権
又
は
債
務
（
国
債
又
は
地
方
債
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
で

支
払
期
日
ご
と
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
金
額
が
当
該
債
権
又
は
債
務
に
係
る
契
約
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
（
一
部
改
正
法
の
施
行
後
に
お
い
て
当
該
支
払
期
日
又
は
支
払
期
日
ご
と
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
金
額
を
変
更
す
る

場
合
に
お
け
る
そ
の
変
更
に
係
る
日
以
後
に
支
払
期
日
の
到
来
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二
　
通
常
郵
便
貯
金
及
び
郵
便
振
替
貯
金
の
元
本
に
係
る
債
務

三
　
定
額
郵
便
貯
金
の
利
子
に
係
る
債
務
で
昭
和
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
支
払
が
さ
れ
る
も
の

四
　
国
民
金
融
公
庫
の
債
権
及
び
債
務
（
国
及
び
公
社
等
に
対
す
る
債
権
及
び
債
務
並
び
に
利
子
又
は
延
滞
金
に
係
る
債
権
及
び
債
務
を
除
く
。
）
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３
　
日
本
銀
行
に
対
す
る
国
の
預
金
に
係
る
債
権
の
金
額
は
、
大
蔵
大
臣
の
定
め
る
日
に
お
い
て
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
区
分
し
、
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て

る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
四
月
九
日
政
令
第
一
一
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
四
年
四
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
一
二
月
二
六
日
政
令
第
三
八
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
国
税
徴
収
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
三
十
五
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
四
月
二
日
政
令
第
一
三
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
国
税
通
則
法
の
施
行
等
に
伴
う
関
係
法
令
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
整
備
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
八
年
四
月
一
日
政
令
第
一
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
目
次
の
改
正
規
定
、
第
三
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
五
条
、
第
六
条
の
十
一
、
第
六
条
の
十
二
、
第
六
条
の
十
四
第
一
項
、
第
八
条
の
二
、
第
九
条
の

五
及
び
第
二
十
八
条
の
改
正
規
定
、
第
六
条
の
十
九
を
第
六
条
の
二
十
二
と
し
、
第
六
条
の
十
五
か
ら
第
六
条
の
十
八
ま
で
を
三
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
六
条
の
十
四
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
十
三
条
の
規

定
は
、
昭
和
三
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
三
月
三
一
日
政
令
第
八
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
一
月
二
四
日
政
令
第
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
三
月
三
一
日
政
令
第
四
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
三
月
三
一
日
政
令
第
六
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
五
月
一
六
日
政
令
第
一
〇
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
七
月
一
六
日
政
令
第
二
三
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
三
月
二
三
日
政
令
第
五
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
一
月
二
五
日
政
令
第
三
七
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
二
月
一
八
日
政
令
第
三
九
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
第
一
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
二
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
三
条
に
一
項
を
加
え
る

改
正
規
定
、
同
令
第
四
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
令
第
五
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
第
四
条
の
規
定
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
二
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
九
月
一
〇
日
政
令
第
三
九
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
二
月
二
九
日
政
令
第
四
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
五
月
一
三
日
政
令
第
一
七
六
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
四
月
三
〇
日
政
令
第
一
三
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
二
月
一
一
日
政
令
第
二
八
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
農
地
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
三
一
日
政
令
第
九
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
、
第
五
条
（
国
税
収
納
金
整
理
資
金
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四
条
の
三
の
改
正
規
定
（
「
前
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
を
「
前
条
第
五
項

か
ら
第
七
項
ま
で
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
及
び
第
十
三
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
二
八
日
政
令
第
九
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
月
二
二
日
政
令
第
一
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
一
月
八
日
政
令
第
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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